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1. 公益法人運営のワンポイントアドバイス 
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1.  公益法人運営のワンポイントアドバイス 
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■収支相償、特定費用準備資金について 

 

公益法人制度等に関するよくある質問（FAQ）問Ｖ－２ー(3)にも掲載しておりますが、収

支相償は、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではありません。 

https://www.koeki-info.go.jp/faq.html 

 

下記リンク先、公益法人 information 令和 4年 6月 14 日付「内閣府からのお知らせ」掲

載の特定費用準備資金の広報資料「特費のすすめ」をご覧いただき、特定費用準備資金の

活用をご検討ください。 

https://www.koeki-info.go.jp/ 
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[内閣府 公益法人メールマガジン] 

発行：内閣府公益認定等委員会事務局総務課広報担当 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 12 階 

TEL:03-5403-9586 
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp 

送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。 
＜国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト：公益法人 Information＞ 

https://www.koeki-info.go.jp/index.html  
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